[bookmark: _Hlk190270977]令和８年度　戦没者遺族援護事業補助金（募集要領）

１　戦没者遺族援護事業補助金について
　⑴　目的
[bookmark: _Hlk190271257][bookmark: _Hlk190271059]　　　先の大戦による戦没者遺族の福祉の向上を図るとともに、恒久平和を目指し、戦争の悲惨さや平和の尊さを次世代に継承するための援護事業を推進するために支援を行うもの
　⑵　補助対象事業
[bookmark: _Hlk190271305]　　ア　戦没者遺族に対する処遇改善事業
　　　・　特別弔慰金や戦没者遺族相談員等の各種援護施策の周知や手続補助等
　　イ　戦没者遺族に対する激励事業
　　　・　敬老慰問活動等
　　ウ　戦没者遺族に対する功労顕彰事業
　　　・　遺族援護に顕著な功績を有する個人団体等の表彰等
　　エ　次世代への平和継承事業
　　　・　平和をテーマとする周知・啓発・研修・講演等
	※　補助対象外経費について
・　宗教的行事、政治的行事に要する費用
・　交付対象団体又はその構成員の財産形成に資する費用
（会員への現金・金券類の交付、不動産の建築・修繕等）
・　慶弔、飲食、懇親会等に要する費用
※　飲食については、会議に供する茶菓等、社会通念上相当と認められる範囲に限って補助対象とします。
　・　その他、補助金の対象とすることが不適当と認められる経費


　⑶　補助対象団体
　　　定款又は規約を有し、責任者が明確で、団体として独立した経理を行う団体（法人格の有無、営利団体、非営利団体の別は問わない）
	※　補助対象外になる団体
・　京都市暴力団排除条例第２条第４号に規定する暴力団員等又は同条第５号に規定する暴力団密接関係者を構成員とする団体
・　活動実体のない団体
・　その他、補助金の交付を受けることが不適当と認められる団体


　⑷　補助金の額
[bookmark: _Hlk190271427]　　・　令和８年度当初予算額（９９万円）の範囲で交付します。
· 複数団体から交付申請があった場合、上記金額を別に定める基準により配分します。
· 予算の範囲内での交付となるため、申請全額が交付されるとは限りません。
· 提出いただいた申請書等を基に、事業の効果等に係る審査を行い、その結果、減額又は不交付となる場合があります。
[bookmark: _Toc163647063]
２　申請手続
⑴　申請期間　令和８年３月１８日(水)～同年３月２７日(金)　※必着
※　持参の場合、期間中の平日午前８時４５分から午後５時３０分まで
⑵　提出書類
①　第１号様式
②　収支予算書（任意様式）
③　事業計画書（任意様式）
④　申請団体の概要や活動内容が分かる書類
⑤　申請団体の定款・規約
⑥　その他、事業や申請団体を説明する書類（提出任意）
　　※　必要に応じて、追加書類の提出を求める場合があります。
⑶　留意事項
[bookmark: _Toc163647069]　　申請に不備がある場合、提出書類を受理しないこと、又は受理後に申請内容の補正を求めることがあります。
　　なお、申請期間内に不備が補正されない場合、当該申請は却下しますので、御注意ください。

３　実績報告
1 　提出期間
事業完了後３０日以内又は令和９年３月３１日のいずれか早い日までに実績報告書を提出してください。　実績報告期日までに実績報告書が提出されない場合は、交付決定を取り消す場合があります。
⑵　提出書類
1 　第２号様式
2 　収支決算書（案）
3 　領収書その他の事業の実施に要した経費を支払ったことを証する書類の写し（以下「領収書等」という）
· 　領収書等は、Ａ４用紙に貼付し提出してください。
· 　補助金申請事業に関わる支出について、申請団体が証拠書類（領収書等の原本）を、事業を完了した日の属する年度の翌年度から起算して５年間保存する必要があります。
4 　事業実施状況を確認できるもの（状況写真、報告資料、チラシ等の成果物等）
	（領収書等に関する注意事項）
○　申請団体で追記・修正された領収書等は、経費の根拠となりません。
○　日付未記入の領収書等や、ただし書きが空白や「お品代」等で具体の内容が不明の領収書は、経費の根拠となりません。
○　購入内容及び購入日から、補助事業のために支出されたことが明確に分かるものに限り、レシートによる報告を認めます。
○　納品書や請求書は、経費の根拠となりません。
○　銀行で支払われた場合は、銀行（ＡＴＭ）の振込票と合わせて、購入内容等が分かる請求書等を添付してください。
○　申請団体の正式名称宛ての領収書等に限ります。
　※　代表者や会計担当者の個人名のみのものは、経費の根拠となりません。○　ポイント等を利用して購入されたもの、割引分は対象となりません。



４　交付額の決定
実績報告を踏まえ、交付額を決定し、その旨を通知します。

５　補助金の請求
４の通知を受領以降、速やかに補助金の請求を行ってください（様式不問）。
概算払を受けている場合は、決定した交付額と概算払を受けた金額との差額を請求又は戻入してください。

[bookmark: _Toc163647072]６　書類提出先・問合せ先
　　〒６０４‐８５７１
　　京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地　北庁舎４階
　　京都市保健福祉局福祉のまちづくり推進室
　　ＦＡＸ：０７５－２５６－４６５２／メール：chiikifukushi@city.kyoto.lg.jp
